
大
貫
さ
ん
（
太
フ
レ
ほ
か
）

太
フ
レ
で
は
、
現
場
は
こ
ん
な

に
大
変
な
の
か
と
驚
き
の
連
続
で
、

正
規
は
自
習
や
生
徒
の
欠
席
対
応

で
凄
ま
じ
い
量
の
業
務
を
こ
な
し

て
い
る
。
外
国
籍
生
徒
も
日
本
語

能
力
別
に
席
が
区
切
ら
れ
、
漢
字

困
難
な
生
徒
も
多
数
い
る
。
共
愛

か
ら
非
常
勤
の
依
頼
が
あ
り
「
最

初
毎
日
来
れ
る
方
」
が
、
「
週
２

日
で
い
い
か
ら
」
と
な
り
受
け
る

こ
と
に
し
た
。
役
員
８
名
と
面
接

し
た
が
雇
用
契
約
書
に
は
ボ
ー
ナ

ス
年
２
回
支
給
と
明
示
さ
れ
て
い

る
。
雇
用
年
数
に
応
じ
て
昇
給
も

あ
る
。

坂
田
さ
ん
（
清
陵
）

非
常
勤
ニ
ュ
ー
ス
８
号
を
本
日

配
布
し
た
。
コ
ロ
ナ
と
と
も
に
始

ま
っ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、

待
遇
改
善
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の

に
、
非
常
勤
講
師
は
完
全
時
給
制

に
格
下
げ
さ
れ
た
。
ふ
ざ
け
る
な
！

と
怒
り
の
声
を
あ
げ
た
が
、
改
善

は
簡
単
で
は
な
い
。
春
の
要
請
行

動
に
ぶ
つ
け
た
い
。
無
休
休
暇
・

欠
勤
制
度
に
つ
い
て
も
問
い
た
だ

し
た
い
。
高
教
組
Ｈ
Ｐ
に
非
常
勤

ニ
ュ
ー
ス
を
掲
載
し
て
も
ら
い
、

誰
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
更
新
し
た

い
。
臨
時
・
非
常
勤
の
奪
い
合
い

は
交
渉
回
答
で
も
歯
切
れ
が
悪
い
。

交
渉
成
果
と
し
て
２
月
頃
打
診
と

希
望
調
書
を
達
成
。
県
教
委
は
デ
ー

タ
を
持
っ
て
い
る
し
一
定
程
度
は

把
握
し
て
い
る
筈
な
の
で
、
管
理

職
を
つ
つ
く
べ
き
だ
。

春
山
さ
ん
（
渋
女
ほ
か
）

非
常
勤
に
パ
ソ
コ
ン
が
な
い
。

学
年
末
評
価
の
入
力
も
待
っ
て
い

た
。
採
点
も
百
問
繚
乱
で
す
る
人

が
増
え
る
と
パ
ソ
コ
ン
の
整
備
が

不
可
欠
だ
。
非
常
勤
全
員
に
回
る

よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

原
田
さ
ん
（
安
総
）

安
総
の
職
員
室
は
机
が
全
員
分
あ

る
の
で
、
署
名
は
ま
ず
学
年
主
任

に
依
頼
し
、
用
紙
に
短
冊
を
つ
け

て
回
覧
し
て
も
ら
う
。
ス
タ
ー
ト

が
大
事
で
学
年
主
任
が
書
か
な
い

と
さ
っ
ぱ
り
の
時
も
あ
る
。
現
業

の
署
名
を
集
め
た
い
思
い
で
来
た

署
名
に
は
ほ
ぼ
取
り
組
ん
で
い
る
。

現
業
の
組
合
員
は
今
後
正
規
１
名
・

地
公
臨
２
名
と
な
る
。
民
間
委
託

反
対
と
新
規
採
用
を
訴
え
て
き
た
。

12
月
の
現
業
関
ブ
ロ
で
は
全
群
教

高
崎
特
支
の
清
水
さ
ん
と
つ
な
が

れ
た
。
生
の
声
を
県
教
委
に
届
け

な
い
と
と
働
き
か
け
、
清
水
さ
ん

も
「
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
…
。
」

と
い
う
感
じ
に
な
っ
た
。

湯
根
さ
ん
（
桐
工
）

吉
岡
中
の
部
活
地
域
移
行
が
Ｎ

Ｈ
Ｋ
で
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
指
導

者
の
い
る
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
紹

介
。
吉
岡
中
の
教
員
に
時
給
千
６

百
円
を
町
が
認
可
し
、
Ｗ

ワ
ー
ク
形
態
で
部
活
に
も
賃
金
が

払
わ
れ
る
。
春
闘
要
求
書
の
兼
業

に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。

八
重
樫
さ
ん
（
渋
工
）

橋
本
さ
ん
の
育
休
補
が
正
採
用

と
な
り
後
任
不
在
、
ど
う
す
る
の

か
？
担
い
手
不
足
が
如
実
だ
。
男

性
の
育
休
も
増
え
た
た
め
非
常
勤

の
奪
い
合
い
で
４
月
以
降
が
怖
い
。

工
業
の
担
い
手
を
増
や
さ
な
い
と

心
配
だ
。

小
川
さ
ん
（
利
根
実
）

今
年
65
歳
で
定
年
の
退
職
者
か

ら
「
地
公
臨
に
定
年
は
あ
る
の
か
？
」

と
質
問
あ
っ
た
が
ど
う
な
の
か
。

（
執
行
部
か
ら
）
段
階
的
な
定
年

引
上
げ
に
伴
い
今
は
実
質
地
公
臨

の
定
年
が
な
い
状
況
だ
が
、
再
任

用
後
の
地
公
臨
は
夏
休
み
の
雇
い

止
め
や
保
険
な
ど
課
題
も
多
い
。

矢
嶋
さ
ん
（
大
泉
）

再
任
用
終
了
後
の
地
公
臨
を
管

理
職
が
暗
示
し
て
く
る
。
義
務
制

の
妻
の
現
場
で
も
同
様
だ
。
教
員

の
確
保
が
大
変
に
な
っ
て
い
る
。

春
山
さ
ん
（
渋
女
ほ
か
）

渋
女
や
青
翠
は
定
員
割
れ
だ
が
、

無
償
化
で
さ
ら
に
私
立
へ
流
れ
て

し
ま
う
不
安
が
あ
る
。
県
立
が
私

立
へ
行
か
な
い
子
の
受
け
皿
と
な

る
こ
と
を
県
教
委
は
ど
う
考
え
る

の
か
？
渋
川
の
教
育
を
考
え
る
会

は
80
人
ほ
ど
集
ま
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教

育
機
器
が
効
果
を
発
揮
し
て
い
な

い
こ
と
を
学
ん
だ
。

小
川
さ
ん
（
利
実
）

娘
は
公
立
、
息
子
は
私
立
で
、

私
立
は
施
設
利
用
費
や
新
校
舎
費

用
な
ど
の
名
目
で
か
な
り
お
金
が

か
か
っ
た
印
象
が
あ
る
。
面
倒
見

も
よ
く
な
い
。

鎌
田
さ
ん
（
伊
商
）

私
学
は
施
設
費
や
教
材
費
な
ど

色
々
徴
収
し
て
お
り
、
年
間
で
70

〜
90
万
円
は
か
か
る
。
そ
れ
ほ
ど

の
影
響
は
な
い
の
で
は
な
い
か
？

２０２５年３月１８日(火) 高教月報 第１０７１号

仕方がないを変えていこう 声かけ合って集って話してつながろう

３
月
８
日
（
土
）
、
第
２
回
中
央
委
員
会
が
教
育
会
館
中
会
議
室
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
入
試
業
務
の
課
題
や
臨
時
教
職
員
の
待
遇
改
善
、

高
校
授
業
料
無
償
化
な
ど
で
発
言
が
相
次
ぎ
、
す
べ
て
の
議
案
が
承
認

さ
れ
て
会
議
は
終
了
し
ま
し
た
。
議
長
の
湯
根
さ
ん
・
塚
田
さ
ん
・
坂

本
さ
ん
、
議
運
の
矢
嶋
さ
ん
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
今
回

は
そ
の
後
の
組
織
拡
大
交
流
集
会
と
懇
親
会
の
３
部
構
成
で
、
充
実
し

た
１
日
と
な
り
ま
し
た
。
新
年
度
へ
向
け
て
、
組
合
目
線
で
気
配
り
目

配
り
し
な
が
ら
、
み
ん
な
で
結
束
し
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

前橋市大手町
3-1- 10

群馬高教組
027- 231- 2784
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水田委員長あいさつ （要旨）
百問繚乱導入やＩＣＴ活用など、学校現場では様々な

環境変化が見られます。新しいものが導入されると不慣
れなため、これでいいのかと思うことは当然あります。
先日のクレスコで金平茂紀氏がラダイト運動（産業革命
期の労働者の機械導入への反発による打ち壊し）につい
て述べていましたが、些末な部分を問題にするのではな
く、本質的なことを議論していく必要があると思います。
給特法の改正では、過重な時間外労働を抑制していく

という本質が脇に置かれ「定額働かせ放題」が放置され
てしまいかねないことが問題です。また、調整額を上げ
る原資として諸手当が削減されてはさして待遇も改善さ
れないという事態となってしまいます。
授業料無償化に関しては、新自由主義的な発想のもと、
効率化や実績・成果主義が前面に出され、私立との競合
の中、公立学校の統廃合が進められていくことが危惧さ
れます。学校教育にとって何が本当に必要なのか見極め
て、経済的な効率主義に染められないようにしていかな
ければなりません。
さらに危惧されるのが、「主務教諭」など新しい職位

の導入が図られていることです。教職員の分断、教育の
協働性の破壊をもたらす「主幹教諭」や「主務教諭」の
導入に断固反対し、阻止していきましょう。
高教組のもう一つの喫緊の課題は組織の維持・拡大で

す。本部執行委員だけでは目の前の課題に取り組むこと
さえ難しくなっていきます。是非、組合員のみなさんの
お力添えをよろしくお願いします。

分
会
活
動
・現
業

高
校
授
業
料
無
償
化

部
活
動
・人
事
異
動

非
常
勤
講
師
問
題



大
貫
さ
ん
（
渋
工
ほ
か
）

渋
工
定
時
制
は
丁
寧
に
生
徒
の

面
倒
を
見
て
お
り
、
４
年
生
は
ほ

ぼ
皆
勤
に
近
く
、
前
橋
産
技
専
に

も
た
く
さ
ん
合
格
し
た
。
全
体
で

も
40
人
く
ら
い
の
生
徒
数
な
の
で
、

お
金
を
か
け
る
教
育
を
し
て
い
る
。

広
域
通
信
は
教
員
は
全
員
非
常
勤

で
お
金
を
か
け
な
い
が
、
生
徒
は

お
金
が
か
か
り
、
遠
く
ま
で
ス
ク
ー

リ
ン
グ
に
来
て
苦
労
し
な
い
と
卒

業
で
き
な
い
の
で
卒
業
率
も
低
く

な
る
と
思
う
。

澁
谷
さ
ん
（
安
総
定
）

教
育
の
つ
ど
い
で
は
、
高
商
定

や
松
井
田
、
桐
工
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

や
尾
瀬
高
校
な
ど
取
り
上
げ
て
き

た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
で
そ
れ

ぞ
れ
の
山
を
め
ざ
し
て
き
た
こ
と

が
印
象
的
だ
。
今
、
そ
れ
ぞ
れ
の

学
校
に
力
が
あ
る
か
と
い
う
と
、

私
は
職
場
で
６
人
中
３
番
目
の
年

齢
だ
。
ツ
ケ
が
回
っ
て
き
た
と
県

教
委
に
言
い
た
い
。
教
育
内
容
・

学
校
を
ど
う
す
る
の
か
の
話
を
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

坂
本
議
長
（
高
経
附
）

３
月
に
退
職
す
る
の
で
４
月
か

ら
は
高
教
組
を
離
れ
る
が
、
高
崎

地
区
労
の
関
係
で
特
別
組
合
員
と

し
て
お
世
話
に
な
り
ま
す
。
た
ま

に
は
顔
を
出
し
た
い
で
す
。

矢
嶋
議
事
運
営
委
員
長
（
大
泉
）

昔
の
話
を
す
る
と
ジ
ジ
イ
扱
い

さ
れ
る
が
、
拡
大
の
話
が
な
か
っ

た
の
は
残
念
だ
っ
た
。
私
は
１
回

ぽ
し
ゃ
っ
た
青
年
部
の
世
代
だ
が
、

青
年
部
に
い
た
時
に
自
分
よ
り
若

い
と
思
う
40
人
ほ
ど
に
ハ
ガ
キ
を

出
し
た
。
そ
の
後
入
っ
た
人
も
相

当
い
る
。
や
れ
る
こ
と
を
や
っ
て

い
こ
う
。

中
央
委
員
会
終
了
後
、
午
後
３

時
か
ら
組
織
強
化
拡
大
の
交
流
集

会
を
開
催
し
ま
し
た
。
署
名
ダ
ー

ビ
ー
３
連
覇
達
成
の
安
総
な
ど
を

表
彰
し
た
後
、
意
見
を
交
流
し
ま

し
た
。
主
な
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

〇
署
名
・
原
田
さ
ん
（
安
総
）

現
業
部
長
を
し
て
い
た
の
で
、

現
業
の
署
名
を
集
め
た
い
と
い
う

思
い
が
強
か
っ
た
。
一
人
ひ
と
り

回
る
の
は
な
か
な
か
で
き
な
い
の

で
、
学
年
主
任
の
と
こ
ろ
に
置
い

て
回
し
て
も
ら
う
形
に
し
た
。
断

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
よ
か
っ
た
。

定
時
制
も
順
番
に
回
っ
て
お
り
、

「
は
い
、
持
っ
て
き
た
よ
」
と
戻

し
て
く
れ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
人

が
い
な
い
の
で
う
ま
く
い
っ
て
い

る
。
寄
せ
書
き
も
「
同
じ
言
葉
で

も
い
い
か
ら
」
と
一
言
添
え
て
お

願
い
し
て
い
る
。
「
こ
う
い
う
こ

と
で
書
い
て
く
だ
さ
い
」
と
思
い

を
込
め
る
と
よ
い
と
思
う
。

〇
共
済
カ
フ
ェ

共
済
カ
フ
ェ
は
、
２
０
１
９
年

度
の
吉
井
・
高
経
附
か
ら
始
ま
り
、

勢
多
農
・
前
東
・
伊
工
、
今
年
度

の
桐
工
・
安
総
と
続
い
て
い
ま
す
。

管
理
職
に
話
を
通
し
て
か
ら
や
っ

た
ケ
ー
ス
、
話
を
せ
ず
に
や
っ
た

ケ
ー
ス
共
に
あ
り
、
「
今
後
も
広

げ
て
ほ
し
い
」
と
の
報
告
と
お
願

い
が
書
記
長
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

原
田
さ
ん
か
ら
「
管
理
職
に
話
を

す
る
の
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な
い
か
？
」

と
の
要
望
が
あ
り
、
神
保
さ
ん
か

ら
も
「
何
と
か
年
度
内
に
や
れ
な

い
か
考
え
て
い
る
」
と
の
発
言
が

あ
り
ま
し
た
。

〇
ボ
ー
ナ
ス
カ
ン
パ

萩
原
書
記
長
が
市
前
橋
５
年
・

伊
工
４
年
を
振
り
返
り
、
16
万
円

を
超
え
る
実
績
が
あ
っ
た
こ
と
の

報
告
が
あ
り
、
封
筒
に
「
ま
ど
」

や
「
月
報
」
を
入
れ
て
依
頼
す
る

↓
大
き
な
封
筒
で
回
収
す
る
↓
粗

品
で
お
礼
を
す
る
、
と
い
っ
た
工

夫
が
語
ら
れ
ま
し
た
。

〇
鎌
田
華
乃
子
さ
ん
の
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ナ
イ

ズ
ィ
ン
グ

ほ
し
い
未
来
を

み
ん
な
で
創
る
」
の
動
画
を

視
聴人

と
人
と
が
出
合
い
、
価
値
観

を
共
有
し
て
つ
な
が
る
こ
と
で
大

き
な
力
と
な
り
、
キ
ン
グ
牧
師
や

ガ
ン
ジ
ー
の
よ
う
な
変
革
が
で
き

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
そ
の

た
め
の
５
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、

①
パ
ブ
リ
ッ
ク
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
（
私

の
ス
ト
ー
リ
ー
↓
私
た
ち
の
ス
ト
ー

リ
ー
↓
行
動
の
ス
ト
ー
リ
ー
）
②

関
係
構
築
③
チ
ー
ム
構
築
④
戦
略

作
り
⑤
ア
ク
シ
ョ
ン
が
示
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
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役
員
退
任
挨
拶

3月13日（木）の午後、教育会館にて90分に及ぶ対県教委春闘期要請
行動を行いました。冒頭の水田委員長挨拶では、まず修学旅行などの
旅費調整のお礼を述べ、高校授業料無償化や給特法見直しの問題点を
指摘しました。その後要求書に基づいて参加者からの具体的で切実な
要請がありました。要求項目は以下の通りです。

〔Ａ〕賃金・手当について
（１）給特法改正に合わせ労働基準法37条に基づく時間外勤務手当制度
を学校現場に導入するよう国に働きかけること。
（２）高齢期雇用の安定と働き方改革の趣旨を踏まえ、60歳以降の正規
職員については、県職と同様に給与水準に見合った適正な勤務時間およ
び業務量を保証すること。
（３）少なくとも最低賃金を越えるよう、入選手当・部活手当を改善し
教職員の兼業は積極的に認めること。
〔Ｂ〕勤務時間、休暇等について
（４）臨時・緊急等の限定４項目を除く時間外労働は違法と明示しすべ
ての学校に徹底すること。やむをえない場合も、「振替」などで適切に
調整させること。
（５）適切な配慮の対象となる時間外業務の具体例を明示させ、実効あ
る取り組みが進むよう管理職を指導すること。
〔Ｃ〕臨時教職員の待遇について
（６）地公臨職員の病休の取り扱いに関しては、取得日数に週休日を通
算せず弾力的に運用し取得者の権利を最大限に保障すること。
（７）地公臨教職員給与の最高号給を引き上げるとともに、定年引上げ
にともなう夏季雇止めの実態を解消すること。
（８）非常勤講師の待遇改善に関しては、会計年度任用職員制度導入の
趣旨を踏まえ他県動向を十分注視し速やかな改善を図ること。
（９）非常勤講師の付随業務への報酬の支払いが滞りなく行われるよう、
職場への周知を徹底し実効ある方策に改めること。また出勤を伴う業務
に対する不払いの実態が解消される手立てを講じること。
（10）非常勤講師の年休に関しては職歴に応じて取得日数を増やすとと
もに有給の病休を保障すること。
（11）次年度任用については、最低でも、任期が切れる年度末の１カ月
前には内示を出すこと。
〔Ｄ〕勤務条件・人事について
（12）高齢者の定数除外や柔軟な短時間勤務制度等、教職員が安心して
働ける条件整備に努め、新規採用教職員の採用抑制は行わないこと。
（13）各種ハラスメントの根絶に向け、パワハラ処分の厳罰化など具体
的な対処事例を発信し、防止策に努めること。
（14）異動後も学校全体の業務が健全に運営されるよう、人事に関する
必要な情報は早期に現場に伝えること。また、管理職の特例任用にあたっ
てはその趣旨に疑念を持たれることのないよう慎重に取り扱うこと。

（15）人事評価制度の本旨は教職員の資質・意欲向上であることを踏ま
え、校長の人事権乱用には厳に対処すること。また苦情相談に関しては、
現場の評価者を経由しない手続きを新設すること。
（16）病休後の復帰支援に関しては、専門的な見地を踏まえた円滑さや
再発防止に努めるだけでなく、同一職場への復帰を望まないなど、本人
の要望を十分に汲み取れる実効性のあるプログラムとなるようさらに改
善すること。
（17）多忙化解消に向けては、教職員が本来業務に専念できる環境作り
を最優先に考え、本来業務からほど遠い金銭管理や窓口の異なる各種調
査の統合・精選など、業務負担の軽減を迅速に進めること。
（18）学校に勤務する教職員が直面する保護者・生徒などとのトラブル
解決・回避に備え、スクールロイヤーの効果的な活用を県教委の責任で
行うこと。また、学校職員が対応せざるをえないクレイマーへ対策を具
体化すること。
〔Ｅ〕民主教育・教育条件について
（19）公立中高一貫校との格差是正に向け、高校での30人（定時制20人）
学級を早期に実現させること。
（20）高校入試業務に関しては、勤務時間内に採点業務が終わり、公平・
公正に評価できる出題形式となっていたのかをしっかりと検証すること。
日程の見直しも含め現場からの改善要望には真摯に対応し速やかな改善
を図ること。
（21）初任研で伝える教職員の権利の具体的な内容を組合に明示すると
ともに、職場での適切な組合・共済活動を保障すること。
（22）教職員の離職抑止の観点からも、辞令交付式や初任者研修の場で
組合から教職員としてのやり甲斐と組合活動の意義を正しく伝える場を
設けること。
（23）夏季休業中の部活指導に関しては、熱中症対策など健康面への配
慮から時差出勤を積極的に推奨すること。
（24）給特法改正にともなう新職や主幹教諭の設置は、教育の協同性を
破壊するとの認識に立ち導入しないこと。
（25）部顧問の大型免許取得を奨励せず、市教委では措置されている部
活動遠征等にともなう借上げバスの運用を県費負担で導入すること。
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県教委から約20名が出席し、誠実に対応してくれました


